
１．件 名：ＡＯＴ等の変更に係る原子炉施設保安規定変更認可申請に関するヒ

アリング（柏崎刈羽７【２】、女川２【２】） 

２．日 時：令和５年１２月１９日 １０時３０分～１１時１０分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階Ｄ会議室（ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者（※・・・ＴＶ会議システムによる出席）  

  原子力規制庁： 

新基準適合性審査チーム 

齋藤安全規制調整官、皆川管理官補佐、岡本上席安全審査官、 

義崎上席安全審査官、建部主任安全審査官、伊藤（拓）安全審査官、 

小野安全審査官、伊藤（謙）原子力規制専門員 

実用炉監視部門 

浅野上席監視指導官 

 

  事業者： 

東北電力株式会社 

原子力本部 原子力部 副部長 他４名 

東京電力ホールディングス株式会社 

原子力運営管理部 保安管理グループ グループマネージャー 他４名 

原子力運営管理部 保安管理グループ 主任 他１名※ 

  【以下傍聴者】 

中部電力株式会社  

原子力本部 原子力部 総括・品質保証グループ 課長 他１名 

原子力本部 原子力部 総括・品質保証グループ グループ長 他３名※ 

北陸電力株式会社 

原子力本部 原子力部 原子力発電運営チーム 課長 他１名 

原子力本部 原子力部 原子力発電運営チーム 主任※ 

中国電力株式会社 

電源事業本部 原子力運営グループ マネージャー 他１名 

電源事業本部 原子力運営グループ 副長 他２名※ 

電源開発株式会社 

原子力技術部 原子力計画室（建設管理） 課長 他１名 

原子力技術部 運営基盤室（運用技術基盤） 総括マネージャー※ 

日本原子力発電株式会社 

発電管理室 部長 他１名 

発電管理室 室長代理（部長） 他２名※ 

 

 



５．要旨 

（１）原子力規制庁は、女川原子力発電所及び柏崎刈羽原子力発電所の原子炉

施設保安規定変更認可申請に関し、提出資料を用いて事実確認等を行う

とともに、内容については、今後も引き続き確認していく旨を伝えた。 

 

（２）東北電力株式会社及び東京電力ホールディングス株式会社から、了解し

た旨、回答があった。 

 

６．その他 

提出資料：  

・ＡＯＴ延長等に用いる自主対策設備の削除に伴う保安規定の変更につい

て 

・女川原子力発電所原子炉施設保安規定 指摘事項に対する回答整理表 

・女川原子力発電所２号炉 ＬＣＯ、ＡＯＴ及びサーベイランスの設定

（「運転上の制限を逸脱した場合における要求される措置等の変更」の

反映） 

・ＡＯＴ延長等に用いる自主対策設備の削除に伴う保安規定の変更につい

て 

・柏崎刈羽原子力発電所７号炉 ＬＣＯ、ＡＯＴ及びサーベイランスの設

定（「運転上の制限を逸脱した場合における要求される措置等の変更」

の反映） 

・柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定 指摘事項に対する回答整理

表 

 


